
下 水 道 使 用 料 

料 金 表 

水道の使用量

基本料金 ８ までの水量 1,520 円

５０ を超える水量 208 円

基本料金 １００ までの水量 2,500 円

超過料金
（１ につき）

１００ を超える水量 25 円

円

公衆浴場用

金　額

一般用
超過料金
（１ につき）

８ を超え
５０ までの水量 195

※下水道使用料は、１カ月の水道使用量に基づき、８㎥までは基本料金のみを、８㎥を超え

る量を使用した場合には、基本料金に加えて、超過分の料金（超過料金）をご負担いただ

く仕組みになっています。 

（例）１カ月１５㎥の水道を使用した場合 

基本料金【１，５２０円】 

＋超過料金【７㎥×１９５円】×１．０８＝３，１１５円 

（例）１カ月３５㎥の水道を使用した場合 

    基本料金【１，５２０円】 

＋超過料金【２７㎥×１９５円】×１．０８＝７，３２７円 

（例）１カ月５５㎥の水道を使用した場合 

    基本料金【１，５２０円】 

＋超過料金【４２㎥×１９５円＋５㎥×２０８円】×１．０８＝１１，６１０円 

（税 抜）


